
平成１１年（行ケ）第２６６号　審決取消請求事件（平成１２年９月２０日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　判　　　　　決
　　    原　　　　　　告　　　ローム株式会社
　　　　代表者代表取締役　　　Ａ
        訴訟代理人弁理士　　　Ｂ
        同　　　　　　　　　　Ｃ
        同                    Ｄ
        同                    Ｅ
　　    被　　　　　　告　　　特許庁長官 Ｆ
        指定代理人            Ｇ
　　　　同　　　　　　　　　　Ｈ
　　　　同　　                Ｉ
　　　　同　　　　　　　　　　Ｊ
　　　　　　　　　主　　　　　文
　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　原告
      特許庁が平成９年審判第４２００号事件について平成１１年７月１２日にし
た審決を取り消す。
      訴訟費用は被告の負担とする。
　２　被告
　　　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　　　原告は、平成４年３月２日、名称を「チップネットワーク型抵抗器」とする
発明につき特許出願をしたが（特願平４－４４５２７号）、特許庁は、平成９年２
月６日、拒絶査定をした。原告は、同年３月２１日、これに対する審判を請求し、
特許庁は、この請求を平成９年審判第４２００号事件として審理した結果、平成１
１年７月１２日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本
は、同月２４日、原告に送達された。
　２　上記特許出願の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の
特許請求の範囲の請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。）の要旨
　　「基板に間隔を置いて並列させて形成した略四角形状の貫通孔と、この貫通孔
を四角形状に直線的に連ねる切込み線とによって囲まれる部分を分離することで、
側面に間隔を置いて切欠部が形成された基板に複数の抵抗器が連設されてなり、前
記切欠部は、平坦な一対の側壁面と、前記基板側面と略平行で平坦な底面との三面
を有し、この切欠部によって基板側面に形成される凸部の先端面の全面と、先端面
の両側の側面及び先端面の上下側の面の先端面寄りの一部分とに各抵抗器の電極部
が形成されたことを特徴とするチップネットワーク型抵抗器」
　３　審決の理由
　　　審決の理由は、別添審決書写し記載のとおり、本願発明が、実願昭５７－１
２１２７４号（実開昭５９－２６２０１号）のマイクロフィルム（以下「第１引用
例」という。）、特開昭６３－３０２５０２号公報（以下「第２引用例」とい
う。）及び特開昭６３－７６０１号公報（以下「第３引用例」という。）に記載さ
れた各発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法
２９条２項により特許を受けることができないとして、原告の請求は成り立たない
というものである。
第３　原告主張の審決取消事由
　　　審決は、本願発明と第１引用例記載の発明との一致点の認定を誤り（取消事
由１）、本願発明が第１ないし第３引用例に記載された各発明に基づいて当業者が
容易に発明をすることができたとの誤った判断をした（取消事由２）ものであるか
ら、取り消されるべきである。
　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）
  　　審決は、本願発明と第１引用例記載の発明とが「前記切欠部は、平坦な一対
の側壁面と、前記基板側面と略平行で平坦な底面との三面を有し、この切欠部によ



って基板側面に形成される凸部に各抵抗器の電極部が形成された」点において一致
する（審決書６頁９行目～１３行目）と認定するが、この認定は誤りである。
　　　本願発明は、電極部を基板側面に形成される凸部の先端面の両側部分に設け
たことにより、その部分にはんだを盛った場合、切欠部へ溶融はんだが流れ込むこ
とにより電極がショートしやすくなることに対処するため、平坦な一対の側壁面と
基板側壁面と、略平行で平坦な底面との三面を有した切欠部を採用したものである
から、切欠部の構成と側面の電極部とは、一体不可分の関係にある。これに対し、
第１引用例記載の発明には、凸部の両側の両面に電極部が形成されていないから、
切欠部の構成と凸部の先端面の両側に設けられた電極部が一体不可分の構成要件と
して記載されていない。したがって、第１引用例記載の発明における切欠部の形状
が本願発明のものと類似していても、本願発明の構成を有することにはならない。
　２　取消事由２（容易想到性の判断の誤り）
　　(1)　第１及び第３引用例記載の各発明には、切欠部へはんだが流れ込むことを
阻止するという本願発明の技術的課題は存しないから、審決が、本願発明は第１な
いし第３引用例記載の各発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができた
（審決書９頁５行目～７行目）と判断したことは、誤りである。
　　(2)　本願発明は、切欠部が平坦な一対の側壁面と、基板面と略平行で平坦な底
面との三面を有するので、電極部を共通用電極又は個別用電極に接続する際、はん
だが切欠部を伝い流れても、切欠部における底面の両端部位ではんだの流れが阻止
され、隣り合う電極部間のショートを防止することができるものである。
　　(3)　これに対し、第１引用例記載の発明の電極部は、スリットによって基板側
面に形成される凸部の先端面の両側の側面部分には設けられていないため、その部
分にはんだを盛ったときのスリット内におけるはんだの流れについて考慮する必要
もないから、第１引用例（甲第３号証）に、スリットを設けてはんだ付け時に電極
間のショートを防止すること及び当該スリットの形状が四角形状であることが記載
されているとしても、これは、電極同士のショートを防止するために電極を分離す
るスリットを設けたにすぎないものである。すなわち、その四角形状は、本願発明
のような格別の意義を有するものではなく、単に電極間に間隔を空ける場合のスリ
ットの一形態として示されているにすぎず、はんだ付け時の溶融はんだがスリット
に流れ込んで隣り合う電極がショートすることまでも予測して前記スリットの形状
が選択されたものではないから、従来の切欠部と何ら変わるところがないものであ
る。
　　(4)　また、第３引用例（甲第５号証）は、「隣接する端子相当部分８，８の間
隔は隣接する端面電極１６，１６間に短絡が生じないような寸法に設定しておく」
（２頁左下欄４行目～７行目）と記載されているように、端子相当部分間にショー
トが生じないようにするために、その間隔のみに注目しており、はんだの流れ込み
及びそれを阻止する切欠部の形状については何らの示唆もない。
　　(5)　したがって、第１及び第３引用例には、切欠部へのはんだの流れ込みを阻
止するという本願発明の技術的課題は存在していないから、この課題を解決するた
めに、両引用例記載の各発明を組み合わせることは、当業者にとって容易ではな
い。
第４　被告の反論
　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
　　　審決に、原告主張に係る一致点の認定の誤りはない。
　２　取消事由２（容易想到性の判断の誤り）について
　　(1)　凸部先端面全面に盛るはんだの量が多いと、第１引用例記載の発明と本願
発明のいずれであっても、はんだは切欠部へ流れ出すものであるから、第１引用例
記載の発明も、本願発明と同様に、各電極部を共通用電極又は個別用電極に接続す
る際、各電極部に盛るはんだの量が多いと溶融したはんだが切欠部に流れ出すとの
技術課題を有するものである。
　　(2)  そして、第１引用例（甲第３号証）には、切欠部の作用について、これを
設けることによってはんだ付け時に電極部がショートしないこと（３頁１０行目～
１２行目）が記載されており、さらに、切欠部は、平坦な一対の側壁面と、基板側
面と略平行で平坦な底面との三面を有するものであるから、切欠部が、本願発明に
おける「切欠部の底面の両端部におけるハンダの流れが阻止され、隣り合う電極部
間のショートを阻止する」という効果を奏することは明らかである。
　　(3)  このように、第１引用例（甲第３号証）には、本願発明と同様の技術課題
及び当該技術課題の解決手段が開示されている。そして、端子相当部分８では引出



電極１４に接触し、端子相当部分８の一部分である表面、側面及び裏面にわたって
端面電極１６を形成した構成は、第３引用例（甲第５号証）に記載されたものであ
るが、これを第１引用例記載の発明に適用して、本願発明と同様の、凸部の先端面
の全面と先端面の両側の側面及び先端面の上下の面の先端面寄りの一部分とに各抵
抗器の電極部を形成する構成とし、はんだ面を多くして、はんだが盛りやすく接続
強度も大きくすることは、当業者が容易に想到することのできる事項である。
第５　当裁判所の判断
　１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
　　　原告は、本願発明の切欠部形状は、凸部の先端面の両側部分に設けた電極部
にはんだを盛った場合、切欠部への溶融はんだの流れ込みにより電極部がショート
しやすくなったことに対処するためのものであるから、切欠部の構成と側面の電極
部とは一体不可分の関係にあるという。
　　　しかしながら、本件明細書（甲第２号証の１）には、切欠部、電極及びはん
だに関する記載としては、「従って、各電極部を共通用電極或いは個別用電極に電
気的に接続する際、ハンダを盛り、仮にハンダ量が多く切欠部に流れ出した場合で
あっても」（２頁２５行目～２７行目）と記載されているにすぎず、当該記載から
は、切欠部と凸部先端面の両側部分に設けた電極部とが一体不可分の構成であると
は認められず、また、凸部先端面の両側部分に電極を設けることによって、切欠部
と当該電極が分離できずに一体不可分な構成として取り扱わなければならない技術
上の要請も認められない。
　　　したがって、上記一致点に関する審決の認定に誤りはなく、原告主張の取消
事由１は理由がない。
　２　取消事由２（容易想到性の判断の誤り）について
　　(1)　第１引用例（甲第３号証）には、「セラミック基板６にはスリット１３が
設けられ電極９と１０とを分離している。このようにスリット１３を設けることに
よって半田付時に両者が接続状態になることはなく、２個の素子を有するチップ部
品を小型に形成することができる。」（２頁１７行目～３頁２行目）、「チップに
スリットを設けて電極を分離しているので半田付時に電極が短絡してしまうことが
ないものである。」（３頁１０行目～１２行目）と記載されている。しかも、第１
引用例の第３図には、「平坦な一対の側壁面と、基板側面と略平行で平坦な底面と
の三面を有する」という、本件発明における「切欠部」と同様の形状を有するチッ
プ部品が図示されている。
　　　  また、はんだ付け時に電極部がショートすることが、はんだが溶融状態に
なって流動性を持ち、隣接する電極間を接続することによるものであることは、本
件明細書に、「各電極部２を個別用或いは共通用電極に電気的に接続する際、図８
で示すように、ハンダ５を盛ると、切欠部４が弯曲面４１となっているため、隣合
う電極部２、２間の連続する切欠弯曲面４１を伝って、溶融するハンダ５が流れ、
短絡する危険性がある等の不利があった。」（２頁７行目～１１行目）と記載され
ているように、本願発明の出願時に周知の事項であったと認められる。
　　　　そうすると、上記の第１引用例の記載に周知技術を組み合わせると、はん
だ付け時に溶融はんだが流れ出すことにより電極部がショートしないようにするた
め電極間にスリットを設けること、当該スリット形状ははんだが流れ出してもこれ
により隣接する電極間がショートしないように、はんだの移動を阻害する形状、例
えば、「平坦な一対の側壁面と、基板側面と略平行で平坦な底面との三面を有す
る」形状であることが明らかである。
　　　　したがって、第１引用例に記載された「スリット」は、隣り合う電極部が
ショートしないようにはんだの流れを阻止するという、本願発明の「切欠部」と同
様の機能を営むものであり、かつ、そのためのスリット形状として、第３引用例
（甲第５号証）に記載されるような滑らかな曲線形状と異なり、「平坦な一対の側
壁面と、基板側面と略平行で平坦な底面との三面を有する」形状、すなわち、本願
発明の「切欠部」と同様の形状が採用されているのである。そうすると、第１引用
例には、「切欠部への半田の流れ込みを阻止する」との本願発明と同様の技術課題
が記載されているものということができる。
　　(2)　第３引用例には、隣接する端面電極間の短絡防止用に設けた切欠部によっ
て基板側面に形成された凸部に、ネットワーク型抵抗器の電極が配設され、当該電
極の構造として、「端子相当部分では引出電極に接触し端子相当部分の裏面につな
がる端面電極を形成した」（特許請求の範囲）構造が記載され、その電極構造は、
本願発明に記載された電極の構造である「凸部の先端面の全面と先端面の両側の側



面及び先端面の上下の面の先端面寄りの一部分とに各抵抗器の電極部を形成する」
ものと同様のネットワーク型抵抗器の電極構造であるから、第３引用例記載の発明
の電極構造が奏する効果も、本願発明と同様のものであるといえる。また、第３引
用例記載の発明及び本願発明における電極構造は、抵抗と各電極部の接続位置、各
電極部と個別用電極の接続位置を、いずれも当該凸部先端部としている。
　　　　他方、第１引用例記載の発明における抵抗と各電極部の接続位置は、当該
凸部先端ではないが、当該接続部を凸部先端部とすることについて技術上の問題は
なく、そのようにすることは、用途に応じた単なる設計的事項にすぎない。
　　　　したがって、切欠部へのはんだの流れ込みを阻止するとの技術課題が示さ
れている第１引用例記載の発明を、ネットワーク型抵抗器として用いる場合に、ネ
ットワーク型抵抗器としての電極構造が示されている第３引用例記載の発明の電極
構造を適用し、両発明を組み合わせて本願発明に想到することは、当業者にとって
容易であると認められる。
　３　以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
　　　よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用
の負担につき行政事件訴訟法７条、民訴法６１条を適用して、主文のとおり判決す
る。
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